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森本議長  

 

 

本 日は ， お 忙し い 中 ご出 席 い ただ き ま して ， 誠 にあ り が と

うございます。  

記 者 の方 か ら ，写 真 等 の撮 影 を 要望 さ れ てお り ま すが ， 会

長よろしいでしょうか。  

 

異 議ご ざ い ませ ん 。 写真 や ビ デオ 撮 影 につ き ま して は ， 議

事に入る前まででお願いします。  

 

そ れで は ， 開会 に 先 立ち ま し て， 本 日 の会 議 資 料に つ い て

確認させていただきます。  

資 料と し て は， 事 前 にお 送 り して お り ます ， 第 ５２ 回 宇 都

宮 市都 市 計 画審 議 会 次第 ， 議 案書 第 １ 号， 第 ２ 号， 第 ３ 号，

第 ４号 ， 説 明資 料 が 議案 第 １ 号と し て 「宇 都 宮 都市 計 画 用途

地域の変更」，議案第２号として「宇都宮都市計画火葬場の変

更 」， 議 案 第 ３ 号 と し て 「 宇都宮都市計画緑地の変更」，議 案

第４号として「宇都宮市景観計画の変更」，宇都宮市景観計画

（平成２３年３月改訂版），景観形成重点地区の規制の仕組み

でございます。  

また，本日配布させていただきました議案第１号として「宇

都 宮都 市 計 画用 途 地 域の 変 更 」Ａ ４ 版 ，参 考 資 料１ ， 議 案第

２号「宇都宮都市計画火葬場の変更」，議案第３号として「宇

都宮都市計画緑地の変更」Ａ ３ 版 ， 参 考 資 料 ２ ， 以 上 の 資 料

と なっ て お りま す 。 不足 し て いる も の があ り ま した ら ， お知

らせください。よろしいでしょうか。  

続 きま し て ，今 回 の 審議 に あ たり ， 臨 時幹 事 が 出席 し て お

り ます の で ご紹 介 い たし ま す 。半 田 生 活安 心 課 長で す 。 小堀

緑のまちづくり課長です。飯塚東部区画整理事業課長です。

そ れで は ， 第５ ２ 回 宇都 宮 市 都市 計 画 審議 会 を 開催 い た し

ます。  

森本会長，進行をよろしくお願いします。  

 

そ れで は ， 只今 よ り ，第 ５ ２ 回宇 都 宮 市都 市 計 画審 議 会 を

開会したいと思います。  

開会にあたりまして，一言ごあいさつ申し上げます。  

先 週， 富 山 市の 土 地 利用 懇 話 会に 出 席 いた し ま した 。 富 山

市 はコ ン パ クト な ま ちづ く り を目 指 し てお り ， 宇都 宮 市 とま

ち づく り の コン セ プ トが 非 常 に似 て い ます が ， 宇都 宮 市 より

もかなり進んだ議論をしています。    

宇 都宮 市 に とっ て も ，参 考 に なる と 思 いま す の で， 機 会 が

あればその情報を提供できたらと考えております。  

そ れで は ， はじ め に ，本 会 の 成立 に つ いて ， 事 務局 よ り 報

告をお願いします。  

 

は い， 議 長 ，本 日 の 会議 で ご ざい ま す が， 現 在 出席 委 員 は

１ ５名 で ご ざい ま す 。こ れ は ，当 審 議 会条 例 第 ６条 に ご ざい

ま す「 審 議 会は 委 員 の過 半 数 をも っ て 開催 す る 」旨 を 満 たし

ておりますので，会議の成立をご報告いたします。  

 

事務局より，会議の成立について報告がありました。  

本 日は ， 皆 様の さ ま ざま な 見 地か ら の ご意 見 を いた だ き な

が ら， 効 率 的に 会 議 を進 め た いと 思 い ます の で ，ご 協 力 お願
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森本議長  

 

 

 

 

 

 

田辺幹事  

 

 

 

 

 

 

いいたします。  

そ れ では ， 早 速， 会 議 次第 に 従 い会 議 を 進め て ま いり ま す

が ，ま ず ， 当審 議 会 条例 の 施 行規 則 第 ３条 に 基 づき ， 本 日の

会 議の 議 事 録署 名 委 員と い た しま し て ，森 委 員 ，小 野 口 委員

の２名にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

本 日 の議 題 と いた し ま して ， 議 案は ４ 件 でご ざ い ます 。 こ

の 議案 に つ きま し て は， 平 成 ２４ 年 １ 月３ ０ 日 付， 宮 都 第８

１ ８号 ， 第 ８１ ９ 号 ，第 ８ ２ ０号 ， 第 ８２ １ 号 にて 市 長 から

諮問がなされております。  

審 議 内容 は ， 開催 通 知 でも ご 案 内し て お りま す 。 議案 第 １

号 につ い て は「 宇 都 宮都 市 計 画用 途 地 域の 変 更 」宇 都 宮 大学

東南部第 1 土地区画整理事業区域，議案第２号については「宇

都 宮市 火 葬 場の 変 更 」１ 号 宇 都宮 市 斎 場， 議 案 第３ 号 に つい

ては「宇都宮都市計画緑地の変更」 11 号戸祭山緑地，議案第

４ 号に つ い ては 「 宇 都宮 市 景 観計 画 の 変更 」 白 沢地 区 景 観形

成重点地区の指定等でございます。  

議案第 １ 号につ き まして は ，宇都 宮 大学東 南 部第１ 土 地区

画整理事業の進捗に伴う用途地域の変更について審議する議

案でございます。  

議案第 ２ 号と議 案 第３号 に つきま し ては， 宇 都宮市 斎 場の

廃止と，廃止後の土地利用として緑地の拡張につきまして審

議する議案でございます。  

議案第 ４ 号につ き まして は ，宇都 宮 市の景 観 計画に つ いて

意見を伺う議案でございます。  

このこ と から， ま ず議案 第 １号の 審 議を行 っ た後， 議 案第

２号と議案第３号を一括で審議し，次に議案第４号について

意見を伺いたいと考えておりますが，よろしいでしょうか。

 

異議なし。  

 

付議案 件 の審議 に つきま し て，改 め て会議 の 公開， 非 公開

を確認させていただきます。  

本日の 審 議につ き まして は ，公開 と させて い ただき ま す。

よろしいでしょうか。傍聴者はいらっしゃいますか。  

 

 記者１名です。傍聴者はおりません。  

 

そ れ では ， 記 者の 方 の 写真 や ビ デオ 撮 影 につ い て は， こ こ

ま でに し て いた だ き たい と 思 いま す 。 審議 の 公 開に 際 し ，お

手 元の 傍 聴 要領 の 記 載内 容 を お守 り い ただ き ま すよ う お 願い

い たし ま す 。そ れ で は， 議 事 に入 り ま す。 議 案 第１ 号 「 宇都

宮 都市 計 画 用途 地 域 の変 更 」 につ い て 事務 局 よ り説 明 を お願

いします。  

 

そ れ では ， ご 説明 し ま す。 議 案 第１ 号 「 宇都 宮 都 市計 画 用

途 地域 の 変 更」 に つ いて ご 説 明い た し ます 。 議 案書 表 紙 を開

き，計画書をご覧ください  

こ ち らは ， 変 更後 の 内 容の み を 記す も の にな り ま すの で ，

次 ペー ジ の 新旧 対 照 表を ご 覧 いた だ き ます と ， 変更 前 後 の比

較表示となっております。  

次 に 総括 図 を ご覧 く だ さい 。 こ の度 ， 用 途地 域 の 変更 を 行
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お うと す る とこ ろ は ，宇 都 宮 大学 の 東 南部 に 位 置し ， 現 在，

宇 都宮 大 学 東南 部 第 １土 地 区 画整 理 事 業が 進 め られ て い る地

域になります。  

変 更 前の 用 途 地域 は ， 第一 種 中 高層 住 居 専用 地 域 ，第 二 種

中 高層 住 居 専用 地 域 ，第 一 種 住居 地 域 とな っ て おり ま す 。具

体 の内 容 に つい て は ，Ａ ３ の 説明 資 料 １を も と にご 説 明 いた

します。  

ま ず ，こ の 度 の変 更 の 趣旨 で あ りま す が ，宇 都 宮 大学 東 南

部 地区 は ， 道路 ， 公 園を は じ めと す る 公共 施 設 が未 整 備 であ

る こと や 防 災上 の 観 点か ら も 計画 的 な 都市 基 盤 整備 が 必 要な

地区であることから，現在，土地区画整理事業を進めており，

そ れに よ り 形成 さ れ る良 好 な 住環 境 を 保全 す る とと も に ，当

該 地区 内 に 形成 さ れ る都 市 計 画道 路 ３ ・３ ・ １ ０５ 号 産 業通

り 沿道 の 将 来の 土 地 利用 を 考 慮し た 用 途地 域 の 変更 を 行 おう

とするものであります。  

現 況 土地 利 用 につ き ま して は ， 地区 内 に 若干 の 商 業・ 業 務

施 設が 立 地 して お り ます が ， 地区 の ほ とん ど は 一般 住 宅 や共

同 住宅 と な って お り ます 。 用 途地 域 の 指定 状 況 につ き ま して

は，記載のとおりです。  

次 に ，３ の 用 途地 域 の 変更 内 容 につ い て であ り ま すが ， Ａ

３ の説 明 資 料１ － ２ をあ わ せ てご 覧 く ださ い 。 本市 の 交 通計

画 上骨 格 を なす 都 市 計画 道 路 産業 通 り 沿道 は ， 将来 の 土 地利

用 を考 慮 し て第 二 種 住居 地 域 とし ， そ の後 背 地 とな る 地 区に

つ いて は ， 都市 基 盤 整備 に よ り形 成 さ れる 良 好 な住 環 境 を保

護 しつ つ ， 日常 生 活 の利 便 か ら中 規 模 な店 舗 等 の立 地 を 許容

する第二種中高層住居専用地域とするものであります。  

説 明 資料 １ の 中段 の 表 をご 覧 く ださ い 。 この 度 の 変更 に 係

る 用途 地 域 の主 な 制 限内 容 に なり ま す 。青 の 破 線で 囲 ん だも

の が変 更 前 の用 途 地 域で ， 赤 の実 線 で 囲ん だ も のが 変 更 後の

用 途地 域 と なり ま す 。住 宅 系 につ い て は， い ず れも 同 じ 内容

と なっ て お りま す が ，店 舗 や 事務 所 等 の内 容 が 変わ っ て まい

り ます 。 例 とし て ， 店舗 の 床 面積 は ， 第二 種 住 居地 域 で は，

１ ０， ０ ０ ０㎡ 以 下 とな り ， その 後 背 地の 第 二 種中 高 層 住居

専 用地 域 で は， ２ 階 以下 の 部 分で １ ， ５０ ０ ㎡ 以下 と な るな

どそれぞれの特性に応じた用途地域となります。  

な お ，都 市 計 画マ ス タ ープ ラ ン にお け る 当該 地 区 の位 置 付

け は， 一 般 住宅 地 と して お り ，住 宅 を 主体 と し つつ も ， 中小

規模の店舗，事務所等と共存した地域としております。  

次に，４の用途地域変更に係るスケジュールでありますが，

平 成２ ３ 年 ８月 に 開 かれ た 区 画整 理 審 議会 に お いて 案 を 示し

了 解を 得 た 後， 関 係 権利 者 宛 て変 更 内 容お よ び 説明 会 開 催案

内を個別通知し，説明会を３回開催，参加者は計８名でした。

ま た ，都 市 計 画法 に 基 づく 縦 覧 等に つ き まし て は ，広 報 誌

や 市ホ ー ム ペー ジ ， また ， 地 元掲 示 板 でお 知 ら せし 開 催 いた

し まし た 。 法第 １ ６ 条に 基 づ く公 聴 会 およ び 素 案の 縦 覧 につ

き まし て は ，意 見 申 出書 の 提 出な し ， 公聴 会 参 加者 ２ 名 でし

た。  

ま た ，法 第 １ ７条 に 基 づく 案 の 縦覧 に つ きま し て は， 平 成

２ ４年 １ 月 ６日 ～ １ 月２ ０ 日 まで 実 施 し， 縦 覧 者２ 名 ， 意見

書の提出はありませんでした。  

以 上 で議 案 第 １号 の 説 明を 終 わ りま す 。 ご審 議 の ほど よ ろ
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しくお願いいたします。  

 

事 務 局か ら の 説明 が 終 わり ま し た。 委 員 の皆 様 か ら， ご 質

問・ご意見等ありましたらお願いします。  

 

説 明 資 料 １ の 用 途 地 域 の 主 な 制 限 内 容 の 表 で ， 事 務 所 等 は

第 一種 中 高 層住 居 専 用地 域 が バツ で ， 第二 種 住 居地 域 が マル

と なっ て い るの で す が， こ れ はど の よ うに 解 釈 すれ ば よ ろし

いのでしょうか。  

 

 用途 地 域 の表 を ご 参照 く だ さい 。 表 にご ざ い ます よ う に，

単 独事 務 所 につ き ま して は ， 第一 種 中 高層 住 居 専用 地 域 につ

い ては 建 築 でき な い とい う こ とで ご ざ いま す 。 また 第 二 種住

居 地域 に つ きま し て は事 務 所 が面 積 に 制限 無 く 建て ら れ ると

いうことでございます。  

 

 他に い か がで し ょ うか 。 ご ざい ま せ んで し ょ うか 。 特 にご

意 見が 無 い よう で し たら お 諮 りし た い と思 い ま す。 議 案 第１

号 「宇 都 宮 都市 計 画 用途 地 域 の変 更 」 につ き ま して ， 原 案通

り異存なしとしてご異議ございませんでしょうか。  

 

 異議無し。  

 

 それ で は ，原 案 ど おり 異 存 無し と し て答 申 す るこ と と いた

します。  

続きまして，議案第２号「宇都宮都市計画火葬場の変更」，

議 案第 ３ 号 「宇 都 宮 都市 計 画 緑地 の 変 更」 に つ いて 事 務 局よ

り説明お願いいたします。  

 

議 案 第２ 号 「 宇都 宮 都 市計 画 火 葬場 の 変 更」 並 び に議 案 第

３ 号「 宇 都 宮都 市 計 画緑 地 の 変更 」 に つき ま し て， 一 括 して

ご 説明 さ せ て頂 き ま す。 な お ，議 案 第 ３号 に つ きま し て は，

栃 木県 決 定 の都 市 計 画変 更 で あり ま す ので ， 栃 木県 よ り 宇都

宮 市あ て に 都市 計 画 の変 更 に つい て 意 見の 照 会 がな さ れ たも

のであります。  

そ れ では ， 議 案第 ２ 号 「宇 都 宮 都市 計 画 火葬 場 の 変更 」 に

つ いて ご 説 明い た し ます 。 議 案書 を お 開き く だ さい 。 １ ペー

ジ は， 今 回 変更 し よ うと す る 宇都 宮 都 市計 画 火 葬場 の 変 更の

計 画書 で ご ざい ま す 。２ ペ ー ジを お 開 きく だ さ い， 宇 都 宮市

斎場の廃止の総括図でございます。  

次 に ，議 案 第 ３号 「 宇 都宮 都 市 計画 緑 地 の変 更 」 の１ ペ ー

ジ をお 開 き 下さ い 。 計画 書 で ござ い ま す。 ２ ペ ージ の 新 旧対

照 表ご 覧 い ただ き ま すと 上 段 は変 更 後 の面 積 ， 下段 の 括 弧書

き は， 変 更 前の も の であ り ま す。 ３ ペ ージ を お 開き 下 さ い。

総 括図 で ご ざい ま す 。４ ペ ー ジを お 開 き下 さ い 。計 画 図 でご

ざ いま す 。 ５ペ ー ジ をお 開 き 下さ い 。 新旧 対 照 図で ご ざ いま

す 。具 体 の 内容 に つ いて は ， Ａ３ 版 の 説明 資 料 ２に 基 づ きご

説明いたします。  

ま ず ，１ の 都 市計 画 変 更の 趣 旨 につ い て です が ， 戸祭 山 緑

地 は， 都 市 計画 マ ス ター プ ラ ンに お い て， 冷 涼 な空 気 を 市街

地 につ な ぐ 風の 道 の 役割 を 担 う宇 都 宮 丘陵 の 一 部と し て 適切
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森本議長  

 

 

一木委員  

 

 

田辺幹事  

 

 

 

 

な 整備 ・ 保 全を 図 る とと も に ，身 近 な 緑と の ふ れあ い の 拠点

と なる み ど りの 軸 と して 位 置 づけ し て おり ま す 。ま た ， 緑の

基 本計 画 に おい て も ，緑 地 保 全が 必 要 な保 全 配 慮地 区 と して

位 置付 け て いる こ と から ， 将 来に わ た る緑 の 連 続性 の 確 保と

強 化， 戸 祭 山緑 地 と の一 体 的 な活 用 と 樹林 地 の 保全 育 成 を図

る ため ， 当 該地 区 に 指定 さ れ てい る 宇 都宮 市 斎 場の 廃 止 に伴

い，緑地の拡大を行うものございます。  

次 に ，２ の 土 地利 用 の 現況 等 に つい て で あり ま す が， 戸 祭

山 緑地 は ， 市中 心 部 から 北 方 約１ ． ５ ｋｍ ， 総 合公 園 八 幡山

公 園の 北 方 に位 置 し ，周 辺 を 住宅 団 地 で囲 ま れ てお り ， 貴重

な 動植 物 が 生息 し ， 多様 な 自 然環 境 を 有す る 緑 豊か な 丘 陵地

で ござ い ま す。 ま た ，宇 都 宮 市斎 場 は ，施 設 の 老朽 化 等 によ

り平成２１年３月に稼動終了しております。  

次 に ３の 都 市 計画 決 定 の経 過 に つい て で あり ま す が， 現 在

の 宇都 宮 市 斎場 は 昭 和５ ０ 年 １２ 月 に 面積 約 １ ．４ ｈ ａ につ

い て都 市 計 画決 定 を 行ま し た 。ま た 緑 地に つ き まし て は ，平

成 元年 ２ 月 に面 積 約 ２３ ． ５ ｈａ に つ いて 都 市 計画 決 定 を行

い，現在に至っております。  

続 き まし て ４ の都 市 計 画の 変 更 内容 に つ いて で す が本 案 は

宇 都宮 市 斎 場の 廃 止 を行 う と とも に ， 旧斎 場 と 近隣 の 市 有地

を 含む 約 ２ ．３ ｈ ａ につ い て 戸祭 山 緑 地へ 編 入 し， 緑 地 を拡

大 する も の でご ざ い ます 。 な お， 上 段 の図 は ， 変更 前 の 都市

計 画決 定 に つい て 示 して お り ます 。 赤 く囲 ま れ た部 分 が 戸祭

山 緑地 で ， 青く 囲 ま れた 部 分 が宇 都 宮 市斎 場 と なっ て お りま

す 。そ の 南 側に 市 有 地が ご ざ いま す 。 変更 後 は 下段 に ご ざい

ますとおり，全体が戸祭山緑地となります。  

都 市 計画 法 第 １７ 条 に 基づ く 都 市計 画 案 の縦 覧 で ござ い ま

す が， 火 葬 場の 変 更 につ き ま して は ， 広報 う つ のみ や １ 月号

や ，市 ホ ー ムペ ー ジ など で お 知ら せ し ，平 成 ２ ４年 １ 月 ６日

か ら１ 月 ２ ０日 ま で 行い ま し た。 ま た ，戸 祭 山 緑地 に つ きま

し ては ， 栃 木県 公 報 や県 の ホ ーム ペ ー ジ， 広 報 うつ の み や１

月 号や ， 市 ホー ム ペ ージ な ど でお 知 ら せし ， 同 様に 平 成 ２４

年 １月 ６ 日 から １ 月 ２０ 日 ま で行 い ま した 。 い ずれ も ， 縦覧

者１名，意見書の提出はございませんでした。  

な お ，緑 地 整 備の 内 容 につ き ま して は ， 参考 資 料 ２を ご 参

照ください。  

以 上 をも ち ま して ， 議 案第 ２ 号 「宇 都 宮 都市 計 画 火葬 場 の

変更」，議案第３号「宇都宮都市計画緑地の変更」の説明を終

わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。  

 

事 務 局か ら の 説明 が 終 わり ま し た。 委 員 の皆 様 か ら， ご 質

問・ご意見等ありましたらお願いします。  

 

 参考 程 度 にお 聞 き する の で すが ， 変 更後 の ２ ５． ８ ｈ ａと

いうのは，全て宇都宮市の所有する土地という意味ですか。

 

 参考 資 料 ２の 赤 で 囲っ て い る部 分 で すが ， こ この と こ ろで

す 。斎 場 の 部分 と 南 側に 宇 都 宮市 の 市 有地 が ご ざい ま す 。緑

地 全体 と い たし ま し ては ， 全 部が 宇 都 宮市 の 所 有で は ご ざい

ません。  
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森本議長  

 

塚田委員  
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森本議長  

 

青木委員  

 

 

 

森本議長  

 

 

安藤委員  

 

 

小堀幹事  

 

森本議長  

 

 あわ せ て ，こ の 緑 地の 将 来 的な 利 用 計画 が あ るか ど う かに

ついてお伺いいたします。  

 

 戸祭 山 緑 地に つ き まし て は ，平 成 元 年に 都 市 計画 決 定 をい

た しま し た 。そ の 後 ，用 地 買 収に 努 め てき た と ころ で ご ざい

ま す。 平 成 １２ 年 に 自然 環 境 調査 ， １ ４年 に 樹 林地 等 の 計画

を 作っ て お りま す 。 基本 的 に は散 策 等 に供 す る ほか ， 宇 都宮

市 指定 の 天 然記 念 物 でご ざ い ます ， ト ウキ ョ ウ サン シ ョ ウウ

オ もお り ま すの で ， 生態 系 の 保全 に 配 慮し た 計 画を 作 っ てき

た とこ ろ で ござ い ま す。 そ れ にあ わ せ まし て ， 保全 活 動 ，維

持管理活動を行ってまいりました。  

今 回 ，こ の 斎 場跡 地 が 含ま れ ま すこ と か ら， 見 直 しを 行 っ

て いき た い と考 え て おり ま す が， 基 本 的に は 緑 地の 生 態 系の

保 全に 配 慮 した 樹 林 地等 の 計 画づ く り を進 め て 参り た い と考

えております。  

 

 その他なにかございますか。  

 

 斎場 ま で 行く 手 前 にピ ン ク 色の 管 理 施設 整 備 のゾ ー ン があ

り ます が ， 現在 は こ こま で 車 でい け る はず で す 。こ の 道 は

終 的に 車 が 通れ る よ うな 緑 地 にす る の か， そ れ とも 管 理 施設

を 整備 し た 時に は ， 管理 施 設 に行 く 車 だけ が 入 れる よ う にす

るのかお聞かせ頂きたい。  

 

 管理 棟 ま での 車 の アク セ ス につ い て のご 質 問 かと 思 い ます

が ，基 本 的 に戸 祭 山 緑地 は ， 丘陵 地 が 大半 で ご ざい ま す 。そ

のため，トイレや駐車場といった施設は現在ございません。

今 回 ，旧 斎 場 跡地 が 編 入で き る とい う こ とで ， こ の管 理 施

設 の所 に ， 環境 学 習 や環 境 保 全活 動 の 場に な る 管理 施 設 とと

も に， 駐 車 場を 設 け てま い り たい と 考 えて お り ます 。 こ こか

ら の戸 祭 山 緑地 の 散 策路 へ の アク セ ス でご ざ い ます が ， 斎場

跡 地の 利 用 計画 と あ わせ て 検 討し て ま いり た い と考 え て おり

ま す。 こ こ まで 来 て いた だ き まし て ， 利用 者 は 歩い て 散 策し

ていただくと考えているところでございます。  

 

 その他にいかがでしょうか。  

 

 個人 的 な 希望 で ご ざい ま す が， 将 来 のこ と を 考え て い ただ

け るの で あ れば ， 八 幡山 と の 一体 化 で 大き な 自 然公 園 と いう

ものも考えていただけたらと思います。  

 

 ご要 望 と いう 形 で よろ し い でし ょ う か。 そ の 他い か が でし

ょうか。  

 

 そう し ま すと ， 斎 場を 解 体 して 山 林 に復 元 す ると い う こと

でよろしいでしょうか。  

 

 はい。  

 

 他に い か がで し ょ うか 。 ご ざい ま せ んで し ょ うか 。 特 にご

意 見が 無 い よう で し たら お 諮 りし た い と思 い ま す。 議 案 第２
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森本議長  
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号「宇都宮都市計画火葬場の変更」，議案第３号「宇都宮都市

計 画緑 地 の 変更 」 に つき ま し て， 原 案 通り 異 存 なし と し てご

異議ございませんでしょうか。  

  

異議無し。  

 

 

そ れ では ， 原 案ど お り 異存 無 し とし て 答 申す る こ とと い た

します。続きまして，議案第４号「宇都宮市景観計画の変更」

について事務局より説明をお願いいたします。  

 

そ れ では ， 議 案第 ４ 号 「宇 都 宮 市景 観 計 画の 変 更 」に つ い

て ご説 明 い たし ま す 。ま ず ， 付議 の 理 由で す が ，景 観 法 第９

条 によ り ， 景観 計 画 を変 更 し よう と す ると き は ，景 観 計 画で

定 める 良 好 な景 観 の 形成 に 関 する 内 容 は都 市 計 画の 内 容 にも

関 係し ， か つ土 地 利 用等 に 関 する 制 限 等を 定 め るこ と と なる

こ とか ら ， あら か じ め都 市 計 画審 議 会 の意 見 を 聴か な け れば

ならないとされております。  

今 般 ，現 在 の 景観 計 画 に景 観 形 成重 点 地 区の 追 加 等を 行 う

変 更案 を 作 成し ま し たの で ， 議案 と し て付 議 す るも の で す。

そ れで は ， 議案 の 説 明を さ せ てい た だ きま す 。 説明 は ， 説明

資 料３ に ま とめ て お りま す の で， こ ち らに て ， 説明 さ せ てい

た だき ま す 。議 案 は ，宇 都 宮 市景 観 計 画の 変 更 につ い て であ

ります。  

ま ず ，趣 旨 で すが ， 宇 都宮 市 景 観計 画 の 変更 に つ いて 諮 問

す るも の で ，変 更 の 内容 と し ては ， 次 の２ 点 に なり ま す 。１

点 目は ， 景 観形 成 重 点地 区 の 指定 ， 白 沢地 区 に つい て ， ２点

目は，宇都宮市景観計画の構成の変更についてであります。

次 に ，１ の 変 更の 理 由 でご ざ い ます が ， 白沢 地 区 は， 宇 都

宮 市の 北 東 に位 置 し ，旧 奥 州 街道 の 第 一の 宿 で あっ た 白 沢宿

の 面影 を 残 す集 落 が 現在 も 残 され ， 地 区住 民 が 歴史 や 自 然を

活 かし た ま ちづ く り に積 極 的 に取 り 組 んで お り ます 。 こ の宿

場 町の 歴 史 を活 か し た景 観 の 創出 を 図 り， 歴 史 ・自 然 ・ 文化

が 一体 と な った 景 観 をふ る さ との 記 憶 とし て 伝 承し て い くた

め ，景 観 計 画に 基 づ く景 観 形 成重 点 地 区に 指 定 する も の であ

り ます 。 ま た， 今 後 も景 観 形 成重 点 地 区等 の 追 加指 定 が 想定

さ れる こ と から ， 地 区ご と の 方針 や 行 為の 制 限 等を わ か りや

すくするため，景観計画の構成を併せて変更するものです。

次 に ，２ の 策 定経 過 で ござ い ま すが ， こ れま で も ，白 沢 地

区 では 地 元 組織 で あ る奥 州 街 道白 澤 宿 の会 等 が まち づ く りに

積 極的 に 取 り組 ん で いる 経 緯 があ り ま した の で ，こ れ ら まち

づ くり の 機 運に 合 わ せた 景 観 づく り に 取り 組 む ため ， 平 成２

１ 年８ 月 に ，地 元 組 織で あ る 白沢 地 区 景観 づ く り検 討 会 を設

置 し， ワ ー クシ ョ ッ プな ど を 行な い ， 平成 ２ ２ 年３ 月 に 白沢

地区景観づくり方針を作成いたしました。  

こ の 方針 の 実 現に 向 け ，平 成 ２ ２年 ８ 月 に， 検 討 会に 関 係

行 政機 関 を 加え ， 白 沢地 区 景 観づ く り 推進 協 議 会へ と 推 進体

制 を強 化 し ，説 明 会 やワ ー ク ショ ッ プ など 地 元 の方 と 意 見交

換 を進 め な がら ， 景 観形 成 重 点地 区 の 内容 を ま とめ て ま いり

ま した 。 昨 年の １ ０ 月か ら は ，景 観 審 議会 や 協 議会 及 び 市で

検 討を 行 い ，素 案 と して ま と め， 今 年 の１ 月 に 縦覧 ・ 公 聴会
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を 開催 し た とこ ろ で あり ま す 。な お ， 縦覧 ・ 公 聴会 で は 特に

ご意見はありませんでした。  

次 に ，３ の 景 観形 成 重 点地 区 等 の内 容 で ござ い ま すが ， ま

ず，（１）景観形成重点地区の区域ですが，区域については，

図 で示 し た 赤枠 の 範 囲と な り まし て 白 沢町 の う ち， 白 沢 宿を

中心とした面積約１１ｈａの区域となります。  

次に，（２）景観形成重点地区の目標及び方針ですが，景観

形 成の 目 標 とし て 歴 史的 な 趣 と緑 豊 か な， 伝 統 の感 じ ら れる

宿場町の風景の創出を掲げております。  

次 に ，景 観 形 成の 方 針 とし て は ５点 掲 げ てお り ま して ， ま

ず１点目は，「歴史的な記憶をとどめる建物等を保全・活用す

る。」 ２点 目は ，「継 承さ れ て きた 特 徴 ある 敷 地 形状 を 守 り，

活か す 。」 ３点 目 は，「宿 場 町 の風 情 の ある ま ち 並み 景 観 を創

出す る 。」 ４点 目 は，「水 と 緑 によ り ， 楽し く 歩 ける 歩 行 空間

を演 出 す る。」 ５点 目は ，「伝 統あ る 文 化の 継 承 と， 地 域 力を

活用した賑わい景観を創出する。」であります。これにより，

白 沢宿 と し ての 歴 史 と自 然 ， 文化 が 一 体と な っ た魅 力 あ る景

観を形成してまいります。  

次に，（３）良好な景観形成のための行為の制限のア，届出

対 象行 為 で すが ， 表 のと お り ，建 築 確 認が 必 要 なも の す べて

の建築物，工作物などを対象としております。  

次 に ，裏 面 に 移り ま し て， イ ， 建築 物 及 び工 作 物 に関 す る

行 為の 制 限 ，景 観 形 成基 準 で すが ， こ ちら は ， 景観 形 成 基準

の特徴についてご説明いたします。  

ま ず ，１ 点 目 は， 歴 史 的な 沿 道 景観 を 形 成す る た め， 継 承

さ れて き た 敷地 形 状 の維 持 や ，塀 ・ 柵 の素 材 や 高さ に 制 限を

設けたことです。  

２ 点 目は ， 歴 史的 な 景 観の 保 全 のた め ， 風情 を 残 す建 築 物

や大谷石を活用した石蔵の保全・活用を定めたことです。  

３ 点 目は ， 宿 場町 の 景 観の 創 出 のた め ， 建築 物 等 へ和 風 デ

ザ イン の 採 用や ２ 方 向以 上 に 勾配 す る 屋根 ， 素 材を 瓦 等 に定

めたことです。  

４ 点 目は ， 歴 史的 な 景 観に 調 和 させ る た め， 建 築 物等 の 外

壁 ・屋 根 に 使用 で き る色 彩 を 制限 し た こと で す 。具 体 的 な色

の制限は色表のとおりとなります。  

５ 点 目は ， 水 と緑 の 潤 い景 観 形 成の た め ，シ ン ボ ル樹 木 や

寺社にある緑の保全，掘割の維持管理を定めたことです。  

６ 点 目は ， 歴 史的 な 景 観に 調 和 させ る た め， 屋 外 広告 物 の

制 限を 強 化 した こ と です 。 主 なも の と して は ， 自家 用 外 広告

物 の禁 止 や 総表 示 面 積の 制 限 ，色 彩 の 制限 と な りま し て ，具

体的な色の制限は資料右側の色表のとおりとなります。なお，

屋 外広 告 物 の制 限 に つい て は ，景 観 形 成重 点 地 区指 定 と 併せ

て 宇都 宮 市 屋外 広 告 物条 例 に 基づ く 広 告物 景 観 形成 地 区 に指

定 し， こ の 景観 形 成 基準 を 屋 外広 告 物 の許 可 基 準と す る こと

で ，景 観 計 画と 屋 外 広告 物 条 例の 連 携 性及 び 整 合性 を 図 って

います。  

次 に ，景 観 計 画の 構 成 の変 更 の 内容 に つ いて ご 説 明い た し

ま す。 議 案 第４ 号 宇 都宮 市 景 観計 画 （ 案） の 冊 子２ 枚 目 ，構

成 （案 ） の ペー ジ を お開 き く ださ い 。 併せ て 別 紙を ご 覧 くだ

さ い。 別 紙 は， 変 更 前の 平 成 ２３ 年 ３ 月（ 改 訂 版） 時 の 構成

と なり ま す が， 地 区 ごと の 区 域や 方 針 ，行 為 の 制限 を わ かり
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や すく す る ため ， 枠 で囲 っ た 部分 を 地 区別 編 に 再編 し ， 議案

第 ４号 の よ うに 変 更 する も の です 。 ま た， 今 回 ，景 観 形 成重

点 地区 に 追 加指 定 す る白 沢 地 区の 内 容 は， 議 案 書で は ， ４９

～５３ページに記載しています。  

続 き まし て ， 後 に 参 考資 料 の 景観 形 成 重点 地 区 の規 制 の

仕 組み に つ いて で す が， こ ち らは 景 観 形成 重 点 地区 の 基 本的

な解説の資料となります。  

以上で，議案の説明を終わります。  

 

事 務 局か ら の 説明 が 終 わり ま し た。 委 員 の皆 様 か ら， ご 質

問・ご意見等ありましたらお願いします。  

 

こ の よう な 景 観計 画 の 指定 は ， 宇都 宮 市 全域 が 指 定さ れ る

も ので は な くて 地 域 ごと の 指 定に な っ てい る の かと 思 う ので

す が， 地 域 住民 に は 何ら か の 負担 が か かる わ け です か ら ，公

平 性と い う 問題 が 出 てく る と 思い ま す 。こ の よ うな 地 区 の指

定 にあ た り ，地 域 住 民と の 意 見の 交 換 はさ れ て いる の か とい

う こと と ， 地区 指 定 をす る こ との 意 義 など が 住 民と 共 有 でき

ているのかどうか教えていただきたいと思います。  

 

 宇都 宮 市 の景 観 計 画に つ き まし て は ，宇 都 宮 市全 域 を 対象

区 域と し ， 方針 や 基 準を 記 載 して お り ます 。 届 出制 度 と いう

仕 組み で 行 って お り ます が ， 全て で は なく 大 規 模な も の を対

象としているところでございます。  

 参考 資 料 をご 覧 く ださ い 。 今回 の 重 点地 区 は ，宇 都 宮 の特

徴 を有 し ， 本市 の 顔 とし て ふ さわ し い 地区 と し てき め 細 かく

規 制誘 導 の 届け 出 制 につ い て 定め た も のが 景 観 形成 重 点 地区

となります。  

 景観 形 成 重点 地 区 の特 徴 と いた し ま して は ， １つ 目 は ，全

て の建 築 物 が届 け 出 対象 と な るこ と で ，き め 細 かな 景 観 形成

が図れる。  

２ つ 目は ， 不 適合 に 対 して は 景 観審 議 会 の意 見 を 聞き ， 変

更 命令 等 を 行う こ と がで き る 。さ ら に ，変 更 命 令等 に 従 わな

い 場合 に は ，罰 則 を 適用 す る こと が で きる た め 良好 な 景 観が

保持される。  

ま た ，３ つ 目 とし て ， 景観 計 画 に適 合 す る修 景 工 事な ど に

助 成制 度 も 用意 し て ある と い うも の で す。 景 観 計画 の 規 制そ

の もの は ， 過度 な 規 制と い う より は ， 届け 出 勧 告で 目 指 すべ

き 良好 な 景 観を 形 成 する た め に誘 導 し てい く 仕 組み と し て運

用しております。  

 白沢 の 合 意の 状 況 につ い て でご ざ い ます が ， 白澤 宿 の 会と

い う地 域 住 民で 宿 場 町の 景 観 を保 全 し よう と い う地 元 組 織が

ご ざい ま し た。 そ ち らが 核 と なり ， 行 政が 支 援 する 形 で ，そ

の 方針 を 作 った も の であ り ま す。 そ の こと か ら ，十 分 に ワー

ク ショ ッ プ や意 見 交 換を 行 い ，現 在 で は全 員 の 方か ら ， 景観

形成重点地区にすることの同意をいただいております。  

 

 私の 言 葉 の使 い 方 も誤 っ て いた 部 分 もあ り 恐 縮で す 。 私が

言 いた か っ たの は ， 全市 が 平 等の 指 定 がさ れ て いる わ け では

な いと い う こと で ， 重点 地 域 とそ う で ない 場 所 では 一 定 の住

民 の負 荷 が 単な る 届 け出 で あ った に し ても か か るわ け で すか
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ら ，そ の 部 分で 十 分 なコ ミ ュ ニケ ー シ ョン が 住 民と の 間 でと

れているのかどうかということです。  

先 ほ ど説 明 の 中で 出 ま した 全 員 同意 と い うの は ， 地域 住 民

全 員の 同 意 では な く て， 市 民 団体 の 方 々の 同 意 とい う こ とで

は ない の か と思 う の です が ， そう い う 団体 に 参 加し な い 方の

権 利も あ る わけ で す から そ う いう 方 々 との 意 志 疎通 は と れて

い るの だ ろ うか と い う意 味 で お聞 き し ます が い かが で し ょう

か。  

  

 景観 計 画 の重 点 地 区等 の 指 定に あ た って は ， 権利 者 の 合意

形 成と い う もの を 重 要に 捉 え てお り ま す。 全 て の権 利 者 の方

に 案を 郵 送 いた し ま して ， そ の中 で 反 対意 見 と いう も の はご

ざ いま せ ん でし た 。 その よ う なこ と か ら， 合 意 形成 は 取 れて

い るも の と 判断 し て おり ま す 。全 て の 権利 者 の 方に 計 画 の内

容 を文 書 で 通知 し ， 説明 会 も 行っ て ， その 中 で の反 対 意 見は

無かったという状況でございます。  

 

 分かりました。  

 

 他になにかございますか。はいどうぞ。  

 

 全て の 建 物等 が 届 け出 対 象 とな る と いう こ と なの で す が，

現 時点 で の 不適 合 と なる 建 物 や， 外 構 がど れ く らい あ る のか

と，期間などを設けているのかどうかお聞きします。  

 

 現在 の 不 適合 に つ いて は ， 現時 点 で はご ざ い ます 。 景 観計

画 につ き ま して は ， 現在 不 適 合で あ る もの は ， 次の 更 新 ，建

て 替時 に 適 合す る よ うに し て もら う と いう こ と で， す ぐ にそ

れ を直 し て もら う と いう よ う な仕 組 み では ご ざ いま せ ん 。不

適 合の 件 数 につ き ま して は 詳 細に 把 握 して お り ませ ん の でお

示しできない状況でございます。  

 

 既存 不 適 格が 多 く て， 違 和 感が あ る 程度 で は ない と い うこ

とでよろしいでしょうか。  

 

 はい。  

 

 他になにかございますか。はいどうぞ。  

 

 説明 資 料 ３の 後 の所 な の です が ， 届け 出 対 象行 為 と いう

こ とで ④ そ の他 で １ ｈａ を 超 える 開 発 行為 と あ りま す け れど

も，これで十分なのでしょうか。  

 

 こち ら に つい て は 条例 の 仕 組み と の 関係 で 書 かせ て い ただ

い てお り ま す。 １ ｈ ａを 超 え る第 二 種 特定 工 作 物等 を 想 定し

て いる も の で， 現 実 的に は 白 沢地 区 に は該 当 す るよ う な 区域

はありませんが，条例との関連で計画書に記載しております。

 

 よろ し い でし ょ う か。 そ の 他い か が でし ょ う か。 美 し いま

ち なみ を 作 ると い う こと で 地 域住 民 か ら声 が 上 がっ て 進 めよ

う とし て い るこ と で すの で ， いい 試 み では な い かな と 思 いま
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す が， 特 段 ご意 見 無 けれ ば お 諮り し た いと 思 い ます が よ ろし

いでしょうか。  

そ れ では ， 議 案第 ４ 号 「宇 都 宮 市景 観 計 画の 変 更 」に つ い

て，原案どおり異存なしとしてご異議ございませんか。  

 

異議なし。  

 

そ れ では ， 原 案ど お り 異存 な し と答 申 す るこ と と いた し ま

す 。以 上 で 本日 の 議 事に つ き まし て は ，終 了 致 しま す 。 続き

ま して ， ３ のそ の 他 です が ， 委員 の 皆 様か ら 何 か， ご 発 言ご

ざ いま す か 。そ れ で は， 特 に ご意 見 も ない よ う です の で ，本

日はこれで終了といたします。  

 後 に 事 務局 か ら 事務 連 絡 等あ り ま した ら ， よろ し く お願

いいたします。  

 

そ れ では ， 本 年度 後 の都 市 計 画審 議 会 とな り ま すの で ，

後 に 大 島 都 市 整 備 部 長 よ り 一 言 ご 挨 拶 さ せ て い た だ き ま

す。大島部長よろしくお願いします。  

 

本 日 は， ４ つ の議 事 に つき ま し て， 慎 重 なご 審 議 をい た だ

き，誠にありがとうございました。  

さ て ，本 審 議 会は 平 成 ２４ 年 ３ 月で ， 委 員の 更 新 時期 を 迎

え ます こ と から ， 委 員の 皆 様 には ， ２ 年間 ， 宇 都宮 の 都 市計

画 ，都 市 づ くり に つ きま し て ご尽 力 を いた だ き まし た こ と，

厚く御礼を申し上げます。  

今後とも， 本市の行政運営に対しまして，ご支援をお願い

い たし ま す 。簡 単 で はご ざ い ます が ， 御礼 の 言 葉と さ せ てい

ただきます。委員の皆様，本当にありがとうございました。

 

そ れ では ， こ れを も ち まし て 第 ５２ 回 宇 都宮 市 都 市計 画 審

議会を閉会いたします。  

長時間のご審議ありがとうございました。  
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